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令和７年１０月３１日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町関係団体経理事務取扱要領の一部を改正する訓令 

 

白川町関係団体経理事務取扱要領（平成２２年白川町訓令乙第５号）の一部を次のように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

（職員の遵守事項） （職員の遵守事項） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 課及び出先機関等の長（以下「課長等」

という。）は、当該経理事務について、毎

会計年度の９月及び３月に現金出納簿及

び預金通帳の残高の照合を行わなければ

ならない。 

２ 課及び出先機関等の長（以下「課長等」

という。）は、当該経理事務について、毎

会計年度の９月及び３月に検査         

                      を行わなければ

ならない。 

３ 白川町課設置条例（令和６年白川町条例

第２４号）第２条に定める分掌事務のうち

職員服務を所掌する課長（以下「人事担当

課長」という。）は、経理事務の透明性と

公正性を維持するため、経理事務の点検及

び当該事務を取り扱う職員の指導をしな

ければならない。この場合において、人事

担当課長は、職員を指名して当該点検及び

指導を行わせることができる。 

 

（過誤払の返納） （過誤払の返納） 

第１０条 支払完了後、過払及び誤払が発見

されたときは、支出戻入命令書（様式第５

号）により、課長等の決裁を経て支払金を

受けたものから返納させなければならな

い。なお、誤払により支払金が不足となる

ときは、改めて前条  の支出命令書（様式

第１０条 支払完了後、過払及び誤払が発見

されたときは、支出戻入命令書（様式第５

号）により、課長等の決裁を経て支払金を

受けたものから返納させなければならな

い。なお、誤払により支払金が不足となる

ときは、改めて第９条の支出命令書（様式



改 正 後 改 正 前 

第４号）により不足金に係る支出を行うも

のとする。 

第４号）により不足金に係る支出を行うも

のとする。 

（準用規定） 

第１３条 第３条から第６条までの規定は、

議員又は附属機関等（白川町附属機関及び

懇話会等に関する指針（令和元年白川町訓

令乙第１２号）第１条の「附属機関等」を

いう。）の委員等から現金を集金し積立て

する会計の出納事務を職員が行う場合に

おいて準用する。 

 

（委任） （委任） 

第１４条 （略） 第１３条 （略） 

 

   附 則 

 この訓令は、令和７年１１月１日から施行する。 


